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件名 国の重要文化財（美術工芸品）への指定について 

内容 

 

 

国の文化審議会は、令和８年３月２６日（木）に開催された同審議会文化財

分科会の審議・議決を経て、新たに、３件の美術工芸品を国宝に、４６件の美

術工芸品を重要文化財に指定することについて、文部科学大臣に対して答申

しました。美祢市からは、下に示す１件の重要文化財指定が答申されました。  

 

 

種別 名称及び員数 所有者 

歴史資料 山 神
さんじん

枡
ます

〈天文９年１１月１５日／杉山等刻銘〉１口 
美祢市 

佐山区 

 

 

 美祢市では国指定の重要文化財（美術工芸品）はなく、本件が初めての指定

となる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山 口 県 美 祢 市 
〒759-2292 山口県美祢市 

大嶺町東分 326-1 

国定公園  秋吉台 

（春・夏の秋吉台） 



 

 

 

【名称及び員数】  

山 神
さんじん

枡
ます

 〈天文９年１１月１５日／杉山等刻銘〉  １口   

 

【美術工芸品の種別】  

歴史資料   

 

【所有者】  

佐山区（美祢市美東町赤）  

 

【法量】  

外法  方１９．０cm 高さ７．１cm  

内法  方１６．７cm 高さ６．２cm  

 

【概要】  

天文９年（1540）に製作され、美祢市美東町赤の佐山区において守り伝えら

れてきた枡。木製黒漆塗（黒漆は後補）の一升枡で、現行枡に換算して約９合５

勺（０．９５升）の容積をもつ。口縁部を中心に実用による摩耗がみられ、長期間使

用されたことがわかる。  

側板 4 面の「山神升／氏子／繁昌」、「奉守印／天文九年／かのえね」、「十一

月十五日／春道／代／令作之」、「杉山（花押）」の刻印から、山神を信仰する氏

子の存在を示し、杉山は枡製作に関与した地域の有力者とみられる。   

中世にさかのぼる枡の重要文化財指定は６件のみで、これらは近畿地方の大

寺院に関係するものであるが、本枡は、中国地方の村落に伝来した稀有な例であ

り、室町時代に村落の祭礼で用いられた枡として、量制史上、社会経済史上、学

術価値が高い。 

 

 

 


